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二
、
時
令 

 

五
行
説
の
発
展
史
を
考
え
る
上
で
、
時
令
に
つ
い
て
の
考
察
は
欠
か
せ
な
い
。
時
令
と

は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
季
節
ご
と
の
自
然
現
象
や
政
令
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
そ
し

て
、
時
令
説
に
お
い
て
は
、
様
々
な
事
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
季
節
に
属
す
る
か
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
五
行
説
が
幅
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
事
物
を
五
行
に
配
当
し
た
の
も
、

そ
の
多
く
は
時
令
に
よ
る
記
述
を
元
に
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
時
令
も
、
も
と
も
と
は
四
季
・
十
二
ヶ
月
（
つ
ま
り
四
の
倍
数
）
を
基
本
と

し
て
お
り
、
五
行
と
は
数
が
対
応
し
な
か
っ
た
。
時
令
が
五
行
説
に
対
応
し
、
そ
の
重
要

な
一
角
を
担
う
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
季
節
の
数
を
「
四
」
で
は
な
く
「
五
」
に
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
四
季
に
「
土
」「
中
央
」「
季
夏
」
と
い
う
よ
う
な
時
節

を
足
す
こ
と
に
よ
り
、
謂
わ
ば
「
五
季
」
と
な
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
「
五
季
」
化
を
促
し
た
の
が
、
五
方
と
い
う
観
念
と
の
結
合
で
あ
っ
た
。 

本
節
で
は
、
早
期
の
時
令
説
に
つ
い
て
、
特
に
五
方
観
念
と
の
結
び
つ
き
に
注
目
し
な

が
ら
、
簡
単
に
考
察
す
る
。 

 

五
方
観
念
は
殷
代
か
ら
存
在
し
た
の
か 

 

時
令
説
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
五
方
観
念
に
つ
い
て
の
議
論
を
整
理

し
た
い
。
一
部
の
学
者
は
、
甲
骨
資
料
を
元
に
し
て
、
殷
代
に
五
方
観
念
が
存
在
し
た
と

考
え
、
し
か
も
そ
れ
が
五
行
説
の
濫
觴
と
な
っ
た
、
更
に
は
「
原
始
五
行
説
」
の
痕
跡
で

あ
る
と
ま
で
説
く
。
あ
ま
り
に
時
代
を
遡
り
過
ぎ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
こ
の
説
に
つ
い
て
、

問
題
を
整
理
し
た
い
。 

胡
厚
宣
氏
は
、
甲
骨
資
料
に
見
ら
れ
る
「
東
土
受
年
／
南
土
受
年
／
西
土
受
年
／
北
土

受
年
」
と
い
う
文
言
と
、
ま
た
商
を
「
中
商
」
と
称
す
る
例
を
挙
げ
、
殷
代
に
既
に
「
東

南
西
北 

＋ 

中
」
と
い
う
五
方
観
念
が
あ
っ
た
と
考
え
た
。
更
に
、
上
帝
の
臣
と
し
て
「
帝

五
臣
」「
帝
五
工
」「
帝
五
工
臣
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。 

  
 

帝
臣
が
五
で
あ
る
の
は
、
五
方
と
い
う
観
念
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
上
帝
は
人

間
世
界
の
中
央
・
東
・
南
・
西
・
北
の
五
方
の
主
宰
で
あ
り
、
そ
の
臣
も
ま
た
五
と

い
う
数
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
後
世
の
五
行
学
説
の
濫
觴
で
あ
っ

た
。(

1) 

     

龐
朴
氏
は
胡
氏
の
説
を
支
持
し
、
甲
骨
資
料
に
見
え
る
「
五
臣
」
「
五
火
」
な
ど
を
五

方
に
対
応
す
る
概
念
と
し
、
周
人
も
こ
の
よ
う
な
観
念
を
引
き
継
い
だ
と
考
え
た(

2)

。

仮
に
胡
氏
や
龐
氏
が
言
う
よ
う
に
、
殷
代
か
ら
五
方
観
念
が
あ
り
、
様
々
な
事
柄
を
五
方

に
結
び
付
け
て
考
え
る
発
想
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
と
い
う

分
類
名
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
五
行
と
同
様
の
分
類
観
念
が
殷
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と

に
な
る
。 

 
し
か
し
な
が
ら
、
池
田
末
利
氏
が
「
五
方
観
念
が
当
時
既
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
五
行
と
関
係
を
有
す
る
根
拠
は
見
出
し
得
な
い
」
と
批
判
す
る
よ
う
に(

3)

、
こ

れ
ら
の
甲
骨
文
を
五
行
説
の
濫
觴
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
、
無
理
が
あ
る
。
「
帝
五
臣
」

に
し
て
も
「
五
火
」
に
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
り
、
五
方
と
結
び
つ

き
を
有
し
て
い
た
証
拠
は
一
切
無
い
。 

郭
沫
若
『
殷
契
粋
編
』（
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
よ
り
第
九
〇
七
片
「
四
土

受
年
」
（
上
か
ら
「
北
土
受
年
」
「
西
土
受
年
」
「
南
土
受
年
」
「
東
土
受
年
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
）。 
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や
は
り
池
田
氏
が
「
東
南
西
北
と
中
商
が
連
続
的
に
契
卜
さ
れ
て
い
る
例
は
無
い
」
と

い
う
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
五
方
観
念
が
存
在
し
た
の
か
す
ら
、
怪
し
い
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
井
上
聰
氏
は
、
「
四
方
位
の
存
在
は
中
央
を
加
え
た
「
五
」
に
よ
っ
て
初
め
て
認

識
さ
れ
る
」「「
四
」
プ
ラ
ス
「
一
」
こ
そ
「
五
」
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
四
方
観
念
そ
の

も
の
が
五
方
観
念
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
胡
氏
が
挙
げ
た
根
拠
の
他
に
、
殷
代
の

大
型
墓
所
に
「
亞
」
形
の
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
河
図
・
洛
書
の
数
字
配
列
を
挙
げ

て
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。 

  
 

「
亞
」
形
に
し
て
も
「
十
」
形
に
し
て
も
そ
れ
が
中
央
と
四
方
か
ら
な
る
形
状
で
あ

る
こ
と
に
は
違
い
な
く
、
こ
の
形
状
と
前
述
し
た
五
方
の
観
念
と
は
明
ら
か
に
関
係

が
あ
る
と
思
わ
れ
、
五
方
観
念
と
四
方
風
の
関
係
よ
り
、
亞
形
は
殷
人
の
世
界
観
、

宇
宙
観
で
あ
る
と
と
も
に
、
四
季
を
踏
ま
え
た
一
年
の
具
体
的
な
構
造
図
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。(

4) 
 

 

『
河
図
』
、
『
洛
書
』
の
構
造
は
と
も
に
中
央
に
「
五
」
が
置
か
れ
て
お
り
、
「
五
」

は
ま
さ
に
中
央
「
一
」
プ
ラ
ス
四
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
全
体
と
し
て
の
構
成
も
／

図
の
如
く
、
五
方
「
十
」
と
な
る
。(

5) 

 

し
か
し
、
井
上
氏
の
説
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、
河
図
と
洛
書
は
、
そ
も
そ
も
最
初
期

か
ら
数
字
の
配
列
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。
例
え
ば
、
劉
歆
は
河
図
を
八
卦
と
し
、
洛

書
を
洪
範
九
疇
と
見
な
し
た(

6)

。
ま
た
、
四
方
の
観
念
が
自
動
的
に
五
方
観
念
の
存
在

を
意
味
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
五
方
観
念
の
存
在
は
何
の
画
期
も
特
殊
性
も
表
し

て
お
ら
ず
、
四
方
の
概
念
を
持
つ
他
の
文
明
と
何
の
区
別
も
無
い
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
、

四
季
な
ど
と
の
結
び
つ
き
を
俟
っ
て
、
初
め
て
五
行
説
の
濫
觴
と
し
て
の
五
方
と
謂
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
殷
代
に
五
方
観
念
が
存
在
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
仮
に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
帝
五
臣
」
「
五
火
」
と
関
係
を
有
し
た
証
拠

は
無
く
、
龐
朴
氏
の
言
う
よ
う
な
「
原
始
五
行
説
」
と
見
な
す
の
は
、
今
の
と
こ
ろ
無
理

で
あ
る
。 

 

早
期
の
時
令
説 

 

五
方
の
観
念
を
伴
わ
な
い
時
令
説
は
、
か
な
り
早
期
か
ら
見
ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
例

を
示
す
。 

 

あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
っ
て
い
る
時
令
説
の
中
で
、
最
も
早
期
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
が
、『
大
戴
礼
記
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
夏
小
正
で
あ
る(

7)

。
夏
小
正
で
は
、

正
月
か
ら
十
二
月
に
到
る
ま
で
の
各
月
に
つ
い
て
、
天
文
・
時
候
・
行
事
が
羅
列
さ
れ
、

各
記
事
に
つ
い
て
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。
各
月
ご
と
の
記
事
数
に
は
不
均
等
が
見
ら

れ
、
こ
こ
で
は
繁
を
避
け
て
、
比
較
的
字
句
の
少
な
い
六
月
を
例
に
挙
げ
る
。 

  
 

六
月
。
初
昏
、
斗
柄
正
在
上
。
五
月
大
火
中
、
六
月
斗
柄
正
在
上
、
用

此
見
斗
柄
之
不
正
當
心
也
。
蓋
當
依
。
依
、
尾
也
。
煮
桃
。
桃
也
者
、

杝
桃
也
。
杝
桃
也
者
、
山
桃
也
。
煮
以
爲
豆
實
也
。
鷹
始
摯
。
始
摯
而

言
之
何
也
、
諱
殺
之
辭
也
、
故
言
摯
云
。 

六
月
。
日
暮
れ
時
に
、
北
斗
の
柄
が
真
上
を
向
く
。
五
月
に
大
火
が
南
中
し
、
六
月

に
北
斗
の
柄
が
真
上
を
向
く
の
で
あ
る
か
ら
、
北
斗
の
柄
が
心
宿
に
ぴ
っ
た
り
対
応

し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
依
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
。
依
と
は
、

尾
宿
の
こ
と
で
あ
る
。
桃
を
煮
る
。
桃
と
は
、
杝
桃
で
あ
る
。
杝
桃
と
は
、
山
桃
の

こ
と
で
あ
る
。
煮
て
、
漬
物
に
す
る
の
で
あ
る
。
鷹
が
摯
（
獲
物
を
撃
つ
こ
と
、
狩

猟
）
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
「
摯
を
行
う
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
殺
す
こ
と

を
忌
む
言
い
方
で
あ
り
、
だ
か
ら
単
に
「
摯
」
と
言
う
の
で
あ
る
。 
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詳
し
い
説
明
の
部
分
を
除
き
、
時
令
の
本
文
と
考
え
ら
れ
る
部
分
の
み
を
示
す
と(

8)

、

「
初
昏
、
斗
柄
正
在
上
」「
煮
桃
」「
鷹
始
摯
」
の
三
者
と
な
る
。
つ
ま
り
、
順
に
、
天
象
・

行
事
・
時
候
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夏
小
正
で
は
、
極
め
て
素
朴
な
事
項
を
列

挙
す
る
の
み
で
あ
り
、
後
世
の
『
礼
記
』
月
令
等
の
時
令
文
献
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
五

行
へ
の
配
当
や
、
政
治
を
誤
っ
た
際
に
発
生
す
る
災
害
と
い
っ
た
事
柄
は
無
い(

9)

。 

や
や
断
片
的
・
散
発
的
で
、
月
ご
と
の
ま
と
ま
り
は
な
い
が
、『
詩
経
』
豳
風 

七
月
に

も
、
月
ご
と
の
天
象
・
行
事
・
時
候
が
数
多
く
歌
わ
れ
て
い
る(

10)

。
次
に
、
そ
の
う
ち

の
一
節
を
引
く
。 

 

七
月
流
火
、
九
月
授
衣
。
一
之
日
觱
發
、
二
之
日
栗
烈
。
無
衣
無
褐
、

何
以
卒
歲
。
三
之
日
于
耜
、
四
之
日
舉
趾
。
同
我
婦
子
、
饁
彼
南
畝
、

田
畯
至
喜
。 

七
月
に
は
大
火
が
西
へ
下
り
、
九
月
に
は
冬
着
の
準
備
。
一
の
日(

11)

に
は
凍
え
た

風
が
吹
き
、
二
の
日
に
は
空
気
が
ひ
ど
く
冷
た
い
。
衣
服
も
毛
織
物
も
無
く
し
て
、

歳
を
越
せ
る
わ
け
も
な
い
。
三
の
日
に
は
鋤
を
準
備
し
、
四
の
日
に
は
足
を
上
げ
て

耕
作
す
る
。
妻
子
と
共
に
、
南
の
畑
へ
食
事
を
届
け
れ
ば
、
田
畑
の
役
人
は
と
て
も

喜
ぶ
。 

 

後
の
節
に
は
「
春
日
載
陽
、
有
鳴
倉
庚
（
春
の
日
は
暖
か
く
、
倉
庚
が
鳴
く
）
」「
五
月
鳴

蜩
（
五
月
に
は
蝉
が
鳴
く
）
」
と
い
っ
た
歌
詞
も
見
ら
れ
る
。
夏
小
正
と
同
様
に
、
ご
く

身
近
な
生
活
を
述
べ
て
お
り
、
後
の
月
令
等
の
よ
う
な
、
政
治
的
判
断
に
関
す
る
こ
と
や
、

時
宜
を
得
な
い
政
令
に
伴
う
災
害
と
い
っ
た
事
柄
は
見
ら
れ
な
い(

12)

。 
 

以
上
の
よ
う
に
、
早
期
の
時
令
文
献
は
、
五
行
や
五
方
へ
の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る(

13)

。 

 

『
管
子
』
諸
篇 

 

『
管
子
』
で
は
、
複
数
の
篇
に
時
令
的
言
説
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
官
・
四
時
・

五
行
・
七
臣
七
主
・
禁
蔵
・
度
地
・
軽
重
己
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
島
邦
男
氏
や

金
谷
治
氏
が
詳
細
に
考
察
し
、
相
互
の
影
響
関
係
や
成
立
年
代
の
前
後
に
つ
い
て
推
定
し

て
い
る(

14)

。
ま
た
、
久
保
田
剛
氏
が
、
幼
官
・
四
時
・
五
行
の
三
篇
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ

れ
専
論
し
て
い
る(

15)

。 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
、
七
臣
七
主
・
禁
蔵
・
度
地
・
軽
重
己
の
四
篇
は
、
一
年
を
四
な
い
し

八
の
時
季
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
令
を
述
べ
て
お
り
、
五
行
や
五
方
・
五
季
と
い
っ
た

「
五
」
分
類
の
観
念
と
の
関
係
は
薄
い
。
た
だ
し
、
後
の
月
令
な
ど
と
同
じ
く
、
季
節
に

「
生
・
長
・
収
・
蔵
」
の
性
質
や
政
治
に
お
け
る
「
刑
・
徳
」
と
の
対
応
を
見
出
す
発
想

を
有
し
て
お
り
、
素
朴
な
時
事
・
農
事
の
記
述
に
留
ま
る
夏
小
正
や
七
月
詩
と
は
明
ら
か

に
異
な
る
。
以
下
、
例
と
し
て
、
禁
蔵
・
軽
重
己
の
中
で
春
の
時
令
を
述
べ
た
部
分
を
順

に
示
す
。 

 

當
春
三
月
、
萩
室
熯
造
、
鑽
燧
易
火
、
杼
井
易
水
、
所
以
去
茲
毒
也
。

舉
春
祭
、
塞
久
禱
、
以
魚
爲
牲
、
以
糵
爲
酒
、
相
召
、
所
以
屬
親
戚
也
。

毋
殺
畜
生
、
毋
拊
卵
、
毋
伐
木
、
毋
夭
英
、
毋
拊
竿
、
所
以
息
百
長
也
。

賜
鰥
寡
、
振
孤
獨
、
貸
無
種
、
與
無
賦
、
所
以
勸
弱
民
。
發
五
正
、
赦

薄
罪
、
出
拘
民
、
解
仇
讎
、
所
以
建
時
功
、
施
生
穀
也
。 

春
の
三
ヶ
月
で
は
、
室
や
竈
を
火
で
暖
め
、
木
を
き
り
も
み
し
て
新
し
い
火
を
起
こ

し
、
井
戸
を
掘
っ
て
新
し
い
水
を
汲
む
。
こ
れ
は
毒
気
を
祓
う
た
め
で
あ
る
。
春
祭

の
祭
り
を
行
っ
て
、
疫
気
を
祓
い
、
魚
を
い
け
に
え
に
し
、
麹
で
酒
を
醸
し
、
人
を

呼
ぶ
。
こ
れ
は
親
戚
を
集
め
る
た
め
で
あ
る
。
動
物
を
殺
さ
ず
、
卵
を
撃
ち
割
ら
ず
、

木
を
伐
ら
ず
、
若
芽
を
折
ら
ず
、
筍
を
掘
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
は
万
物
の
成

長
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
。
独
り
身
の
老
人
や
孤
児
た
ち
に
施
し
、
作
物
の
種
の



 22

無
い
者
や
租
税
を
払
え
な
い
者
に
貸
し
与
え
る
。
こ
れ
は
弱
い
人
々
を
励
ま
す
た
め

で
あ
る
。
五
正
を
発
布
し
、
罪
の
軽
い
者
を
赦
し
、
拘
束
さ
れ
た
人
々
を
解
放
し
、

仇
敵
を
和
解
さ
せ
る
。
こ
れ
は
時
宜
に
適
っ
た
功
績
を
立
て
、
農
業
を
盛
ん
に
す
る

た
め
で
あ
る
。 

 

以
冬
日
至
始
、
數
四
十
六
日
、
冬
盡
而
春
始
。
天
子
東
出
其
國
四
十
六

里
而
壇
、
服
青
而
絻
青
、
搢
玉
揔
、
帶
玉
監
、
朝
諸
侯
卿
大
夫
列
士
、

循
於
百
姓
、
號
曰
祭
日
、
犧
牲
以
魚
。
發
號
出
令
曰
、
生
而
勿
殺
、
賞

而
勿
罰
、
罪
獄
勿
斷
、
以
待
期
年
。
教
民
樵
室
鑽
鐩
、
墐
竈
泄
井
、
所

以
壽
民
也
。
耟
耒
耨
懷
鉊
鈶
又
橿
權
渠
繉

、
所
以
御
春
夏
之
事
也
、

必
具
。
教
民
爲
酒
食
、
所
以
爲
孝
敬
也
。
民
生
而
無
父
母
、
謂
之
孤
子
。

無
妻
無
子
、
謂
之
老
鰥
。
無
夫
無
子
、
謂
之
老
寡
。
此
三
人
者
皆
就
官

而
衆
。
可
事
者
不
可
事
者
食
如
言
而
勿
遺
。
多
者
爲
功
、
寡
者
爲
罪
、

是
以
路
無
行
乞
者
也
。
路
有
行
乞
者
、
則
相
之
罪
也
。
天
子
之
春
令
也
。 

冬
至
か
ら
四
十
六
日
目
に
、
冬
が
終
わ
っ
て
春
が
始
ま
る
。
天
子
は
都
城
か
ら
東
の

方
向
に
四
十
六
里
行
き
、
祭
壇
を
設
け
、
青
い
服
を
着
て
青
い
絻
冠
を
か
ぶ
り
、
玉

の
笏
を
身
に
つ
け
、
玉
の
装
飾
を
帯
び
、
諸
侯
・
卿
大
夫
・
列
士
に
謁
見
し
、
百
官

を
見
て
回
る
。
こ
れ
を
「
祭
日
」
と
言
う
。
い
け
に
え
は
魚
を
用
い
る
。
「
生
か
し

て
、
殺
す
な
。
賞
を
与
え
て
、
罰
す
る
な
。
刑
罰
を
執
行
せ
ず
に
、
一
年
間
待
て
」

と
い
う
号
令
を
出
す
。
人
々
に
、
室
を
暖
め
さ
せ
、
火
を
起
こ
さ
せ
、
竈
で
火
を
焚

か
せ
、
井
戸
を
掘
ら
せ
る
の
は
、
人
々
を
長
生
き
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
鋤
・
鍬
・

鎌
・
縄
の
類
は
、
春
夏
の
仕
事
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
備
え
る
。

人
々
に
酒
食
を
作
ら
せ
る
の
は
、
孝
・
敬
に
努
め
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
生
ま
れ
な

が
ら
に
父
母
の
い
な
い
者
を
「
孤
子
」
と
言
い
、
妻
も
子
も
い
な
い
者
を
「
老
鰥
」

と
言
う
。
夫
も
子
も
い
な
い
者
を
「
老
寡
」
と
言
う
。
こ
の
三
種
の
人
々
は
官
署
に

集
め
る
。
働
け
る
者
も
働
け
な
い
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
通
り
に
食
事
を
与
え
て

行
き
渡
ら
せ
る
。
収
容
数
が
多
い
場
合
は
官
署
の
功
績
と
し
、
少
な
い
場
合
は
罰
す

れ
ば
、
道
端
に
乞
食
は
い
な
く
な
る
。
道
端
に
乞
食
が
い
れ
ば
、
そ
れ
は
宰
相
の
罪

で
あ
る
。
以
上
が
、
天
子
の
春
令
で
あ
る
。 

 

一
方
、
幼
官
・
四
時
・
五
行
の
三
篇
に
は
、
明
確
に
五
方
・
五
季
の
観
念
が
述
べ
ら
れ
、

五
行
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

幼
官
は
、
方
中
・
東
方
（
春
）
・
南
方
（
夏
）
・
西
方
（
秋
）
・
北
方
（
冬
）
の
五
者
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
回
ず
つ
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
（
幼
官
篇
と
同
文
を

掲
載
す
る
幼
官
図
篇
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
を
「
本
図
」
「
副
図
」
と
し
て
区
別

す
る
。
時
令
に
関
係
す
る
の
は
主
に
「
本
図
」
で
あ
る
）
。
以
下
、
東
方
本
図
に
あ
た
る

箇
所
を
引
く
。 

 

春
行
冬
政
、
肅
。
行
秋
政
、
雷
。
行
夏
政
、
閹
。
十
二
、
地
氣
發
、
戒

春
事
。
十
二
、
小
卯
、
出
耕
。
十
二
、
天
氣
下
、
賜
與
。
十
二
、
義
氣

至
、
修
門
閭
。
十
二
、
清
明
、
發
禁
。
十
二
、
始
卯
、
合
男
女
。
十
二
、

中
卯
。
十
二
、
下
卯
。
三
卯
同
事
。
八
舉
時
節
。
君
服
青
色
、
味
酸
味
、

聽
角
聲
、
治
燥
氣
、
用
八
數
、
飲
於
青
后
之
井
、
以
羽
獸
之
火
爨
。
藏

不
忍
、
行
敺
養
。
坦
氣
修
通
、
凡
物
開
靜
形
生
。
理
合
內
空
周
外
、
強

國
爲
圈
、
弱
國
爲
屬
、
動
而
無
不
從
、
靜
而
無
不
同
。
舉
發
以
禮
、
時

禮
必
得
。
和
好
不
基
、
貴
賤
無
司
、
事
變
日
至
。
此
居
於
圖
東
方
方
外
。 

春
に
冬
の
政
令
を
行
え
ば
、
寒
冷
に
な
る
。
秋
の
政
令
を
行
え
ば
、
雷
が
発
生
す
る
。

夏
の
政
令
を
行
え
ば
、
閉
ざ
さ
れ
る
。
始
め
の
十
二
日
は
、
地
の
気
が
上
っ
て
来
る
。

春
の
事
は
慎
む
。
次
の
十
二
日
は
小
卯
で
、
田
野
で
耕
作
す
る
。
次
の
十
二
日
は
、

天
の
気
が
下
っ
て
来
る
。
賜
与
を
行
う
。
次
の
十
二
日
は
、
義
気
が
至
る
。
門
を
修
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繕
す
る
。
次
の
十
二
日
は
清
明
で
、
禁
錮
を
解
く
。
次
の
十
二
日
は
始
卯
で
、
男
女

を
婚
姻
さ
せ
る
。
次
の
十
二
日
は
中
卯
。
次
の
十
二
日
は
下
卯
。
三
卯
と
も
、
行
う

べ
き
事
は
共
通
す
る
。
八
通
り
に
時
節
の
事
を
執
り
行
う
。
君
主
は
青
色
の
服
を
着

て
、
酸
味
を
味
わ
い
、
角
声
を
聴
き
、
燥
気
を
治
め
、
八
と
い
う
数
を
用
い
、
青
后

の
井
戸
か
ら
水
を
飲
み
、
羽
の
生
え
た
動
物
の
火
に
よ
っ
て
炊
事
を
行
う
。
仁
愛
の

心
を
持
っ
て
、
養
育
を
行
う
。
穏
や
か
な
気
が
行
き
渡
り
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
が
開
け

て
落
ち
着
き
、
現
れ
生
ず
る
。
理
が
内
に
集
ま
り
、
外
側
へ
広
ま
る
。
強
国
も
弱
国

も
従
い
、
動
く
も
の
で
従
わ
な
い
も
の
は
無
く
、
静
か
な
も
の
で
同
調
し
な
い
も
の

は
無
い
。
挙
動
は
礼
に
拠
り
、
時
も
礼
も
必
ず
宜
し
き
を
得
る
。
和
平
・
友
好
が
し

っ
か
り
せ
ず
、
貴
賤
が
管
理
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
変
事
が
続
々
と
生
じ
る
。
以
上
、

図
の
東
方
外
側
の
部
分
。 

 

こ
こ
で
は
順
に
、
違
令
に
伴
う
災
異
、
十
二
日
ご
と
の
時
候
と
時
令
、
そ
し
て
君
主
の
行

う
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
島
邦
男
氏
が
、
五
つ
の
「
本
図
」
に
当
た
る
内
容

に
つ
い
て
一
覧
表
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
（
次
頁
）。 

 

島
氏
の
一
覧
表
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
方
中
は
東
西
南
北
と
は
異
な
り
、
違
令
・
時

候
・
時
令
に
つ
い
て
の
記
載
が
無
く
、
専
ら
服
飾
や
音
・
気
・
徳
と
い
っ
た
、
君
主
の
な

す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
年
の
中
で
「
方
中
」
に
当
た
る

時
季
が
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
依
然
と
し
て
一
年
は
四
季
で
あ
り
、
五
季
で
は
な
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
時
節
と
し
て
存
在
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
こ
こ
で
「
方
中
」
に
関
し
て
「
服

黄
色
」「
味
甘
味
」「
用
五
數
」
等
々
と
い
っ
た
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
如
何
な

る
こ
と
な
の
か
。
久
保
田
剛
氏
は
、
方
中
の
「
五
和
時
節
」
「
治
和
氣
」
と
い
っ
た
機
能

が
、
「
四
時
に
分
述
せ
ら
れ
た
時
令
の
す
べ
て
に
対
し
て
、
超
越
的
に
、
中
枢
的
な
働
き

を
す
る
も
の
で
あ
り
…
…(

中
略)

…
…
こ
の
篇
全
体
の
構
成
の
、
ま
た
内
容
の
根
源
的
存

在
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
う
。
こ
れ
は
説
得
力
が
あ
り
、
ま
た
数
の
問
題
（
後
述
）

に
も
よ
く
適
合
す
る
説
で
あ
る
。 

四
方
に
対
す
る
中
央
（
方
中
）
と
い
う
概
念
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
他

に
、
こ
こ
で
は
更
に
、
味
と
数
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。 

 

こ
の
篇
に
於
い
て
五
味
は
「
方
中
―
―
甘
、
東
方
―
―
酸
、
南
方
―
―
苦
、
西
方
―
―

辛
、
北
方
―
―
鹹
」
の
よ
う
に
、
五
方
と
対
応
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

夏
小
正
や
七
月
詩
は
も
と
よ
り
、
禁
蔵
・
度
地
・
軽
重
己
と
い
っ
た
『
管
子
』
の
他
の
時

令
関
連
文
献
に
も
見
え
な
い
。
そ
し
て
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
尚
書
』
洪
範
に
述
べ
ら

れ
る
五
行
・
五
味
に
符
合
す
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。 

 

洪
範 

 
 

水
―
―
潤
下
―
―
鹹 

 
 

火
―
―
炎
上
―
―
苦 

 
 

木
―
―
曲
直
―
―
酸 

 
 

金
―
―
従
革
―
―
辛 

 
 

土
―
―
稼
穡
―
―
甘 

 

幼
官 

 

（
土
）
―
―
方
中
―
―
甘 

 

（
木
）
―
―
東
方
―
―
酸 

 

（
火
）
―
―
南
方
―
―
苦 
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（
金
）
―
―
西
方
―
―
辛 

 
（
水
）
―
―
北
方
―
―
鹹 

 

括
弧
付
き
で
示
し
た
よ
う
に
、
幼
官
に
於
い
て
は
五
行
に
つ
い
て
の
明
文
が
無
い
。
し
か

し
、
後
世
の
時
令
（
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
五
行
説
）
に
於
い
て
、
「
土
―
―
中
央
、
木

―
―
東
方
、
火
―
―
南
方
、
金
―
―
西
方
、
水
―
―
北
方
」
と
い
う
対
応
が
存
在
す
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
一
致
は
偶
然
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。 

 

更
に
、
数
に
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
が
見
出
せ
る
。 

 

洪
範 

 
 

水
―
―
一 

 
 

火
―
―
二 

 
 

木
―
―
三 

 
 

金
―
―
四 

 
 

土
―
―
五 

 

幼
官 

 

（
土
）
―
―
方
中
―
―
五 

 

（
木
）
―
―
東
方
―
―
八
（
＝
三
＋
五
） 

 

（
火
）
―
―
南
方
―
―
七
（
＝
二
＋
五
） 

 

（
金
）
―
―
西
方
―
―
九
（
＝
四
＋
五
） 

 

（
水
）
―
―
北
方
―
―
六
（
＝
一
＋
五
） 

 

一
見
す
る
と
「
土
―
―
五
」
以
外
の
数
字
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
幼
官
の
四
方
の

数
は
、
洪
範
五
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
に
五
（
土
の
数
）
を
足
し
た
和
に
等
し
い
。
や
は
り

洪
範
と
同
様
の
数
を
用
い
て
い
る
と
謂
え
よ
う
。
そ
し
て
、
五
と
い
う
中
央
の
数
を
四
季

そ
れ
ぞ
れ
に
加
え
た
こ
と
は
、
前
引
の
久
保
田
氏
の
仮
説
に
よ
っ
て
ま
た
説
明
可
能
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
方
中
（
中
央
）
が
、
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
「
和
」
と
い
う
機
能
を

果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る(

16)

。 
 

以
上
の
よ
う
に
、
幼
官
に
は
、
洪
範
五
行
か
ら
の
影
響
が
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
四

季
・
四
方
に
方
中
を
加
え
て
五
者
に
し
て
お
り
、
味
・
数
の
配
当
に
於
い
て
洪
範
と
共
通

す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
後
の
『
礼
記
』
月
令
等
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
幼

官
に
は
「
五
行
」
と
い
う
語
は
見
え
な
い
が
、
五
行
が
時
令
に
結
び
つ
い
て
展
開
し
て
行

く
、
ご
く
初
期
の
段
階
が
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
謂
え
よ
う
。 

 

『
管
子
』
四
時
も
同
様
に
四
季
・
四
方
と
中
央
と
の
五
者
を
設
け
て
お
り
、
方
位
・
徳
・

四
季
・
気
・
五
行
・
政
令
・
違
令
に
伴
う
災
異
・
十
干
と
い
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

以
下
、
東
方
に
当
た
る
部
分
を
例
に
引
く
。 

 

東
方
曰
星
、
其
時
曰
春
、
其
氣
曰
風
。
風
生
木
與
骨
、
其
德
喜
嬴
、
而

發
出
節
時
。
其
事
號
令
、
修
除
神
位
、
謹
禱
獘
梗
、
宗
正
陽
、
治
隄
防
、

耕
芸
樹
藝
、
正
津
梁
、
修
溝
瀆
、
甃
屋
行
水
、
解
怨
赦
罪
、
通
四
方
。

然
則
柔
風
甘
雨
乃
至
、
百
姓
乃
壽
、
百
蟲
乃
蕃
、
此
謂
星
德
。
星
者
掌

發
為
風
。
是
故
春
行
冬
政
則
雕
、
行
秋
政
則
霜
、
行
夏
政
則
欲
。
是
故

春
三
月
、
以
甲
乙
之
日
發
五
政
。
一
政
曰
、
論
幼
孤
、
舍
有
罪
。
二
政

曰
、
賦
爵
列
、
授
祿
位
。
三
政
曰
、
凍
解
修
溝
瀆
、
復
亡
人
。
四
政
曰
、

端
險
阻
、
修
封
疆
、
正
千
伯
。
五
政
曰
、
無
殺
麑
夭
、
毋
蹇
華
絕
芋
。

五
政
苟
時
、
春
雨
乃
來
。 

東
方
は
星
に
当
た
り
、
そ
の
時
は
春
、
そ
の
気
は
風
に
当
た
る
。
風
は
木
・
骨
を
生

じ
、
そ
の
徳
は
喜
び
満
ち
る
こ
と
で
あ
り
、
時
節
を
発
す
る
。
こ
の
時
節
の
政
令
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。
「
神
を
祭
る
と
こ
ろ
を
整
え
修
め
、
謹
ん
で
幣
帛
を
供
え
、
正
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陽
を
尊
び
、
堤
防
を
整
え
、
耕
作
や
植
樹
を
行
い
、
渡
し
場
や
橋
を
直
し
、
水
路
を

修
理
し
、
屋
根
を
葺
い
て
水
を
通
し
、
恨
み
を
和
解
さ
せ
、
罪
を
赦
し
、
四
方
を
疏

通
さ
せ
る
」 

そ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
穏
や
か
な
風
と
時
宜
を
得
た
雨
が
至
り
、
人
々

は
長
寿
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
が
繁
殖
す
る
。
こ
れ
を
「
星
徳
」
と
言
う
。
星

は
発
す
る
こ
と
を
司
り
、
風
を
吹
か
せ
る
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
春
に
冬
の
政

令
を
行
う
と
草
木
が
枯
れ
、
秋
の
政
令
を
行
う
と
霜
が
降
り
、
夏
の
政
令
を
行
う
と

閉
ざ
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
春
の
三
ヶ
月
間
、
甲
乙
の
日
に
五
つ
の
政
令
を
発
す
る
。

第
一
の
政
令
は
、
幼
い
孤
児
を
調
べ
て
養
い
、
罪
人
を
赦
免
す
る
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
第
二
の
政
令
は
、
爵
位
を
授
け
、
俸
禄
・
官
位
を
授
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

第
三
の
政
令
は
、
氷
が
解
け
た
ら
水
路
を
修
繕
し
、
逃
亡
者
を
復
帰
さ
せ
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
第
四
の
政
令
は
、
悪
路
を
改
善
し
、
領
地
の
境
界
部
を
整
備
し
、
畦

道
を
整
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
第
五
の
政
令
は
、
仔
鹿
を
殺
さ
ず
、
花
や
筍
を

抜
か
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
政
令
が
時
宜
に
適
っ
て
い
れ
ば
、

春
雨
が
降
る
だ
ろ
う
。 

 

様
々
な
事
物
を
こ
の
篇
が
ど
の
よ
う
に
配
当
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
氏
の
整

理
し
た
図
が
簡
明
で
あ
る
（
次
頁
右
）
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
木
」「
火
」「
土
」「
金
」

「
水
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幼
官
よ
り
も
明
確
に
、

時
令
の
中
に
五
行
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
表
に
は
取
ら
れ

て
い
な
い
が
、
十
干
の
五
方
・
五
行
へ
の
対
応
も
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

東
方
―
―
木
―
―
甲
乙
之
日 

南
方
―
―
火
―
―
丙
丁
之
日 

中
央
―
―
土 

西
方
―
―
金
―
―
庚
辛
之
日 

北
方
―
―
水
―
―
壬
癸
之
日 

  

幼
官
・
四
時
両
篇
の
成
立
年
代
の
前
後
は
、
よ
く
分
か
ら
な
い(

17)

。
幼
官
が
洪
範
に

見
え
る
味
・
数
を
取
り
込
ん
で
い
る
一
方
で
、
四
時
は
「
木
」
「
火
」
「
土
」「
金
」「
水
」

と
い
う
明
文
を
掲
げ
、
か
つ
十
干
と
対
応
づ
け
て
い
る(

18)

。
と
も
あ
れ
、
五
行
を
時
令

に
取
り
入
れ
る
取
り
組
み
が(

19)

、
両
篇
に
顕
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 

幼
官
・
四
時
で
は
一
年
を
四
季
に
分
け
、
中
央
に
は
特
に
季
節
は
割
り
当
て
ら
れ
て
い

な
い
。
一
方
、
五
行
篇
で
は
、
一
年
三
百
六
十
日
を
七
十
二
日
ご
と
の
五
季
に
等
分
す
る
。

以
下
、
そ
の
一
部
を
引
く
。 

 

日
至
、
睹
甲
子
、
木
行
御
。
天
子
出
令
、
命
左
右
・
士
師
・
内
御
、
總

别
列
爵
、
論
賢
不
肖
士
吏
、
賦
秘
賜
賞
於
四
境
之
内
、
發
故
粟
以
田
數
。

出
國
衡
、
順
山
林
、
禁
民
斬
木
、
所
以
愛
草
木
也
。
然
則
、
水
解
而
凍

釋
、
草
木
區
萌
、
贖
蟄
蟲
卵
菱
、
春
辟
勿
時
、
苗
足
本
。
不
癘
雛
鷇
、

不
夭
麑
䴠
、
毋
傅
速
、
亡
傷
繦
褓
、
時
則
不
凋
。
七
十
二
日
而
畢
。 

冬
至
の
後
、
甲
子
の
日
に
な
っ
て
か
ら
、
木
行
に
よ
っ
て
政
事
を
取
り
仕
切
る
。

天
子
は
政
令
を
発
し
、
左
右
の
侍
官
・
士
師
・
内
御
に
命
じ
て
、
全
て
の
爵
位

を
定
め
、
士
吏
の
賢
愚
を
論
考
し
、
蓄
え
を
放
出
し
て
国
内
の
人
々
に
賞
与
し
、

農
地
の
大
小
に
応
じ
て
古
い
穀
物
を
分
け
与
え
る
。
国
衡
を
遣
わ
し
て
、
山
林

を
保
全
さ
せ
、
人
々
が
木
を
伐
る
こ
と
を
禁
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
草
木

を
保
護
す
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
水
が
流
れ
、
凍
っ
た
も
の
が
融
け
、
草

木
が
芽
を
出
し
、
地
中
の
虫
や
茆
・
菱
を
去
ら
せ
る
。
春
に
開
い
た
農
地
は
時

宜
を
待
つ
必
要
は
無
く
、
苗
は
根
元
を
固
め
る
。
鳥
の
雛
を
殺
さ
ず
、
仔
鹿
を

殺
さ
ず
、
鹿
を
追
わ
ず
、
幼
子
を
傷
つ
け
な
い
。
時
宜
に
適
え
ば
、
草
木
は
枯

れ
な
い
。
こ
の
時
期
は
七
十
二
日
間
で
終
わ
る
。 
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『
管
子
』
四
時 

            

『
管
子
』
五
行 

 
六

相 
 

 
 

 

蚩
尤
（
天
、
当
時
） 
 

大
常
（
地
、
廩
者
） 

 
蒼
龍
（
東
、
土
師
） 

 

祝
融
（
南
、
司
徒
） 

 

大
封
（
西
、
司
馬
） 

 

后
土
（
北
、
李
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

火 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

土 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

水 

五

鍾 
 

 
 

 

青

鍾

大

音

 
 

 
 

赤

鍾

重

心

 
 

 
 

黄

鍾

灑

光

 
 

 
 

景

鍾

昧

其

明 
 

 
 

 

黒

鍾

隠

其

常

 
 

 
 

五
行
（
五
季
） 

 

木
（
甲
子
か
ら
の
七
十
二
日
間
） 

火
（
丙
子
か
ら
の
七
十
二
日
間
） 

土
（
戊
子
か
ら
の
七
十
二
日
間
） 

金
（
庚
子
か
ら
の
七
十
二
日
間
） 

 

水
（
壬
子
か
ら
の
七
十
二
日
間
） 

 

政

令 
 

 
 

 

総
別
列
爵
…
… 

 
 

 

令
掘
溝
澮
、
津
旧
塗
…
… 

不
誅
不
貞
…
… 

 
 

 
 

選
禽
獣
之
禁
…
… 

 
 

 
 

其
気
足
則
発
而
止
…
… 

 
 

違

令 
 

 
 

 

不
賦
不
賜
賞
…
… 

 
 

 

亟
行
急
政
…
… 

 
 

 
 

修
宮
室
、
築
臺
榭
…
… 

 

攻
山
撃
石
…
… 

 
 

 
 
 

決
塞
、
動
大
水
…
… 
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こ
の
よ
う
な
時
令
が
、「
木
行
」「
火
行
」「
土
行
」「
金
行
」「
水
行
」
と
続
く
。
す
な

わ
ち
、
甲
子
の
日
か
ら
木
季
が
始
ま
り
、
そ
の
七
十
二
日
後
の
丙
子
の
日
か
ら
火
季
、

更
に
七
十
二
日
後
の
戊
子
の
日
か
ら
土
季
…
…
と
い
っ
た
具
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期

間
に
つ
い
て
の
時
令
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
各
季
節
へ
の
事
物
の
配
当
に
つ
い
て
ま

と
め
た
表
（
前
頁
左
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

こ
の
五
行
篇
の
特
徴
は
、
五
行
の
土
に
季
節
を
対
応
さ
せ
、
明
確
に
「
木
―
→
火
―
→

土
―
→
金
―
→
水
」
の
順
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
し
か
も
他
の
四
季
と
同
じ
日
数
（
七
十

二
日
間
）
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
時
令
説
の
、
四
季
や

十
二
ヶ
月
に
基
づ
く
区
分
よ
り
も
、
五
行
説
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
た
構
造
と
謂
え
よ

う
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
島
邦
男
氏
は
、
こ
の
篇
を
四
時
・
幼
官
よ
り
も
後
の
成
立
と
考

え
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
内
容
に
目
を
向
け
て
見
る
と
、
幼
官
篇
が
味
・
数
・
獣
・
気

を
、
四
時
篇
が
日
月
星
辰
・
気
・
肉
体
を
五
行
に
配
当
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
五
行
篇

に
よ
る
五
行
配
当
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
た
、
黄
帝
の
臣
下
と
し
て
六
人
が
列
挙

さ
れ
、
彼
ら
が
管
轄
す
る
の
は
天
地
東
南
西
北
の
六
方
で
あ
り
、
つ
ま
り
こ
の
篇
に

於
け
る
五
分
類
モ
デ
ル
は
徹
底
し
て
い
な
い
。
か
つ
、
漢
代
に
『
淮
南
子
』
時
則
訓

や
『
白
虎
通
義
』
五
祀
に
五
季
区
分
が
見
え
な
が
ら
、
年
間
を
四
季
に
分
割
す
る
明

堂
月
令
が
有
力
で
あ
っ
た
よ
う
に(

20)

、
四
季
区
分
の
時
令
と
五
季
区
分
の
時
令
と

は
並
存
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
年
を
五
等
分
す
る
こ
と
の
み
を

以
て
、『
管
子
』
五
行
の
成
立
年
代
を
他
篇
よ
り
も
下
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
。 

 

以
上
に
考
察
し
た
通
り
、
『
管
子
』
幼
官
・
四
時
・
五
行
の
三
篇
の
時
令
説
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
方
向
・
程
度
で
五
行
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
幼
官
篇
に
は
洪
範
五
行

に
由
来
す
る
数
・
味
等
の
配
当
が
反
映
さ
れ
、
四
時
篇
に
は
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

と
い
う
五
行
の
名
が
明
示
さ
れ
、
十
干
と
の
対
応
も
見
ら
れ
る
。
五
行
篇
で
は
、
一
年
を

「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
の
五
季
に
五
等
分
し
て
お
り
、
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」

と
い
う
順
序
を
固
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
対
等
に
扱
っ
て
い
る
。
前
二
者
は
か
な
り
抽
象
的

な
概
念
を
も
含
め
て
事
物
の
配
当
を
充
実
さ
せ
、
一
方
、
後
者
は
五
行
に
当
て
は
め
る
た

め
に
一
年
の
区
割
り
を
四
季
か
ら
五
季
に
改
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
代
の
前
後

を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
い
ず
れ
も
時
令
が
五
行
説
を
取
り
入
れ
て
い
く
過
程
を

示
す
文
献
と
謂
え
よ
う
。 

 

『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀 

 

『
呂
氏
春
秋
』
は
、
戦
国
最
末
期
の
成
立
と
伝
え
ら
れ
る
文
献
で(

21)

、
紀
・
覧
・
論

か
ら
成
る
。
十
二
篇
あ
る
紀
の
冒
頭
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
ヶ
月
ご
と
の
時
令
説
が
掲
げ
ら

れ
、
こ
れ
は
「
十
二
紀
」
と
呼
ば
れ
る
。
後
世
に
於
い
て
最
も
代
表
的
な
時
令
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
た
『
礼
記
』
月
令
も
、
こ
の
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
の
文
面
を
そ
の
ま
ま

用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二
紀
は
、
最
も
重
要
な
時
令
説
と
謂
え
よ
う
。 

 

十
二
紀
で
は
、
『
管
子
』
諸
篇
よ
り
も
内
容
が
充
実
し
て
お
り
、
構
成
も
整
然
と
し
て

い
る
。
以
下
は
、
孟
春
紀
の
文
で
あ
る
。 

 

孟
春
之
月
。
日
在
營
室
、
昏
參
中
、
旦
尾
中
。
其
日
甲
乙
、
其
帝
太
皞
、

其
神
句
芒
、
其
蟲
鱗
、
其
音
角
、
律
中
太
蔟
。
其
數
八
、
其
味
酸
、
其

臭
羶
、
其
祀
戶
。
祭
先
脾
。
東
風
解
凍
、
蟄
蟲
始
振
、
魚
上
冰
、
獺
祭

魚
、
候
雁
北
。
天
子
居
青
陽
左
个
、
乘
鸞
輅
、
駕
蒼
龍
、
載
青
旂
、
衣

青
衣
、
服
青
玉
。
食
麥
與
羊
。
其
器
疏
以
達
。
是
月
也
、
以
立
春
。
先

立
春
三
日
、
太
史
謁
之
天
子
曰
、
某
日
立
春
、
盛
德
在
木
。
天
子
乃
齋
。

立
春
之
日
、
天
子
親
率
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
、
以
迎
春
於
東
郊
。
還
、

乃
賞
公
卿
諸
侯
大
夫
於
朝
…
…(

中
略)

…
…
是
月
也
、
命
樂
正
入
學
習
舞
。

乃
修
祭
典
、
命
祀
山
林
川
澤
、
犧
牲
無
用
牝
。
禁
止
伐
木
、
無
覆
巢
、
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無
殺
孩
蟲
胎
夭
飛
鳥
、
無
麛
無
卵
、
無
聚
大
衆
、
無
置
城
郭
、
揜
骼
霾

髊
…
…(

中
略)

…
…
孟
春
行
夏
令
、
則
風
雨
不
時
、
草
木
早
槁
、
國
乃
有

恐
。
行
秋
令
、
則
民
大
疫
、
疾
風
暴
雨
數
至
、
藜
莠
蓬
蒿
竝
興
。
行
冬

令
、
則
水
潦
為
敗
、
霜
雪
大
摯
、
首
種
不
入
。 

孟
春
の
月
。
太
陽
は
室
宿
に
位
置
し
、
日
暮
れ
時
に
は
参
宿
が
南
中
し
、
明
け
方
に

は
尾
宿
が
南
中
す
る
。
日
は
甲
乙
、
帝
は
太
皞
、
神
は
句
芒
、
動
物
は
鱗
の
あ
る
も

の
、
音
は
角
、
律
は
太
蔟
が
こ
の
月
に
当
た
る
。
数
は
八
、
味
は
酸
味
、
臭
い
は
生

臭
さ
、
五
祀
は
戸
に
当
た
り
、
祭
祀
で
は
脾
臓
を
初
め
に
供
え
る
。
東
風
で
氷
が
解

け
、
冬
眠
し
て
い
た
動
物
が
活
動
を
始
め
、
魚
が
氷
を
背
に
し
、
獺
が
魚
を
祭
り
、

候
雁
が
北
へ
飛
ん
で
行
く
。
天
子
は
青
陽
左
个
に
い
て
、
鸞
鳥
の
車
に
乗
り
、
蒼
龍

の
馬
に
車
を
牽
か
せ
、
青
旗
を
立
て
、
青
い
衣
を
着
て
、
青
い
玉
を
帯
び
る
。
麦
と

羊
を
食
べ
る
。
器
は
肌
理
が
粗
く
開
け
て
い
る
も
の
を
用
い
る
。
こ
の
月
は
、
立
春

に
当
た
る
。
立
春
の
三
日
前
に
、
太
史
が
天
子
に
「
何
日
は
立
春
で
ご
ざ
い
ま
す
。

盛
徳
は
木
に
当
た
り
ま
す
」
と
告
げ
る
。
天
子
は
そ
こ
で
物
忌
み
を
す
る
。
立
春
の

日
に
、
天
子
は
自
ら
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
率
い
て
東
郊
で
春
を
迎
え
る
儀

式
を
行
う
。
帰
還
し
た
後
に
、
公
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
朝
廷
に
て
賞
を
与
え
る
…
…

(

中
略)

…
…
こ
の
月
は
、
楽
正
に
命
じ
、
学
舎
に
て
舞
を
講
習
さ
せ
る
。
そ
し
て
祭

典
を
修
め
、
山
林
川
沢
を
祀
ら
せ
る
。
い
け
に
え
に
は
牝
を
用
い
な
い
。
樹
木
の
伐

採
を
禁
じ
、
鳥
の
巣
を
あ
さ
る
こ
と
や
、
動
物
の
子
供
・
胎
児
・
幼
児
や
飛
鳥
を
殺

す
こ
と
、
鹿
の
子
や
卵
を
捕
る
こ
と
は
し
な
い
。
人
々
を
大
勢
集
め
て
城
郭
を
築
く

こ
と
は
し
な
い
。
白
骨
や
、
ま
だ
肉
の
つ
い
た
骨
を
埋
葬
す
る
…
…(

中
略)

…
…
孟

春
の
月
に
夏
令
を
行
え
ば
、
風
雨
が
時
宜
を
得
ず
、
草
木
が
早
く
枯
れ
、
そ
し
て
国

中
に
恐
れ
が
広
ま
る
。
秋
令
を
行
え
ば
、
人
々
に
疫
病
が
流
行
し
、
暴
風
雨
が
度
々

起
こ
り
、
雑
草
・
害
草
が
生
い
茂
る
。
冬
令
を
行
え
ば
、
水
た
め
が
腐
敗
し
、
霜
・

雪
が
大
い
に
降
り
、
稷
が
実
ら
な
い
。 

 

ま
た
、
各
月
に
配
当
さ
れ
る
事
物
に
つ
い
て
は
、
島
邦
男
氏
が
詳
細
に
ま
と
め
て
い
る
。

次
頁
に
そ
の
表
を
掲
載
す
る
。 

 

島
氏
の
表
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
季
節
ご
と
の
時
候
・
儀
式
・
政
令
や
違
令
に
伴

う
災
異
の
他
、
色
・
味
・
数
等
諸
事
物
の
配
当
も
幼
官
よ
り
更
に
充
実
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
各
季
節
に
食
物
（
五
穀
・
五
畜
）
や
、
臓
器
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
左

伝
』
に
説
か
れ
る
五
正
（
句
芒
・
祝
融
・
后
土
・
蓐
収
・
玄
冥(

22)

。
前
節
を
参
照
）
が

「
神
」
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
他
、
や
は
り
『
左
伝
』
に
古
代
の
帝
王
と
し
て
紹

介
さ
れ
る
太
皥
・
炎
帝
・
黄
帝
・
少
皥(

23)

・
顓
頊
が
、
「
帝
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。 島

邦
男
氏
は
、
十
二
紀
の
夏
の
時
令
に
見
え
る
「
其
性
禮
、
其
事
視
」
を
根
拠
に
し
て
、

「
現
本
呂
氏
十
二
紀
」
を
『
洪
範
五
行
伝
』
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
と
考
え
、
「
原
始
呂

氏
十
二
紀
」
と
区
別
す
る
。
更
に
、
中
央
土
に
具
体
的
な
季
節
が
配
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
拠
り
、
土
に
七
十
二
日
間
を
当
て
る
『
管
子
』
五
行
よ
り
も
前
の
成
立
と
考
え
る
。
た

だ
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
疑
問
で
あ
る
。
以
下
、
問
題
の
「
其
性
禮
、
其
事
視
」
を
含
む
部

分
を
例
示
す
る
。 

 

孟
夏
之
月
。
日
在
畢
、
昏
翼
中
、
旦
婺
女
中
。
其
日
丙
丁
、
其
帝
炎
帝
、

其
神
祝
融
、
其
蟲
羽
、
其
音
徴
、
律
中
仲
呂
。
其
數
七
、
其
性
禮
、
其

事
視
、
其
味
苦
、
其
臭
焦
、
其
祀
竈
、
祭
先
肺
…
…
。 

孟
夏
の
月
。
太
陽
は
畢
宿
に
位
置
し
、
日
暮
れ
時
に
翼
宿
が
南
中
し
、
明
け
方
に
女

宿
が
南
中
す
る
。
日
は
丙
丁
、
帝
は
炎
帝
、
神
は
祝
融
、
動
物
は
羽
の
生
え
た
も
の
、

音
は
徴
、
律
は
仲
呂
が
こ
の
月
に
当
た
る
。
数
は
七
、
性
は
礼
、
五
事
は
視
、
味
は

苦
味
、
臭
い
は
焦
げ
く
さ
さ
、
五
祀
は
竈
に
当
た
り
、
妻
子
で
は
肺
を
初
め
に
供
え

る
…
…
。 
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孟
夏
の
時
令
以
外
に
五
常
を
示
す
句
が
見
え
な
い
こ
と
に
加
え
、
高
誘
注
に
「
其
性
禮
、

其
事
視
」
に
対
応
す
る
文
言
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
「
其
性
禮
、
其
事
視
」

は
単
に
後
世
の
誤
入
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
唐
の
玄
宗
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
唐

月
令
』
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
に
類
似
し
た
文
言
か
ら
成
る
が
、
四
季
・
中
央
土
に

つ
い
て
の
記
述
に
そ
れ
ぞ
れ
「
其
性
仁
、
其
事
貌
」「
其
性
禮
、
其
事
視
」「
其
性
信
、
其

事
思
」「
其
性
義
、
其
事
思
」「
其
性
智
、
其
事
聴
」
と
い
う
文
言
を
加
え
て
い
る
。
こ
う

い
っ
た
文
言
が
高
誘
以
後
に
混
入
し
た
と
考
え
る
方
が
、
自
然
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

「
現
本
呂
氏
十
二
紀
」
と
「
原
始
呂
氏
十
二
紀
」
と
が
異
な
る
と
い
う
充
分
な
根
拠
に
は

な
り
得
な
い
。 

 

ま
た
、
土
に
配
当
さ
れ
る
季
節
の
有
無
を
以
っ
て
、
十
二
紀
を
『
管
子
』
五
行
よ
り
も

遅
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
も
、
問
題
が
あ
る
。
五
行
篇
に
於
け
る
五
行
配
当
は
、『
管
子
』

の
幼
官
篇
や
四
時
篇
に
較
べ
て
も
未
発
達
で
あ
り
、
土
に
七
十
二
日
間
が
配
当
さ
れ

る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
成
立
年
代
を
断
じ
る
の
は
難
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
述
し

た
。 そ

し
て
、
五
行
篇
が
北
方
に
分
類
す
る
后
土
は
、『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
や
そ
れ
以

降
の
『
淮
南
子
』
天
文
訓
・
時
則
訓
と
い
っ
た
時
令
説
で
は
い
ず
れ
も
中
央
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
む
し
ろ
、
五
行
篇
を
十
二
紀
以
前
の
成
立
と
見

な
す
方
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
管
子
』
五
行
に
於
け
る
「
六
相
」
分
類
が
先

行
し
、
そ
の
後
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
十
二
紀
が
、
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年
に
言
及
さ

れ
る
「
五
正
」
等
を
元
に
配
当
・
項
目
を
改
め
、
そ
れ
を
『
淮
南
子
』
天
文
訓
等
が

引
き
継
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

と
も
あ
れ
、
四
季
と
五
季
と
の
問
題
や
、
成
立
年
代
の
先
後
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
『
呂

氏
春
秋
』
十
二
紀
は
、
非
常
に
重
要
な
時
令
文
献
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
洪
範
五
行
や
『
左

伝
』
に
見
え
る
よ
う
な
様
々
な
伝
承
を
吸
収
し
、
最
も
内
容
を
拡
充
さ
せ
、
構
成
を
整
え

た
時
令
だ
か
ら
で
あ
る
。
漢
代
の
経
学
者
は
、
明
堂
月
令
（
後
の
『
礼
記
』
月
令
）
を
重

用
す
る
こ
と
で
五
行
説
を
整
理
・
発
展
さ
せ
て
行
く
が
、
こ
れ
ら
の
元
に
な
っ
た
の
は
明

ら
か
に
十
二
紀
の
内
容
で
あ
る
。
十
二
紀
が
様
々
な
事
物
を
吸
収
し
、
五
行
に
割
り
当
て

て
整
頓
し
た
こ
と
が
、
漢
代
経
学
の
五
行
説
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
極
め
て
大
き
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
次
章
以
降
で
詳
論
す
る
。 

 -------------------- 
 

以
上
、
先
秦
期
の
時
令
の
い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
、
五
行
説
と
の
関
連
に
つ
い
て
簡
単

に
論
じ
た
。
古
い
時
期
の
時
令
に
は
五
行
説
と
の
関
連
が
見
え
な
い
一
方
で
、
『
管
子
』

幼
官
・
四
時
・
五
行
の
三
篇
は
、
明
ら
か
に
五
行
説
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
呂
氏

春
秋
』
十
二
紀
に
至
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
説
を
多
く
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
五
行
配
当
を

拡
充
し
、
様
々
な
事
物
を
五
行
の
系
列
に
取
り
込
ん
で
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
十
二
紀
が
従
来
の
説
を
全
て
吸
収
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
以
後

の
時
令
説
が
全
て
十
二
紀
か
ら
発
し
た
の
で
も
な
い
。
漢
代
以
降
も
、
十
二
紀
と
は
系
統

を
別
に
す
る
時
令
説
が
並
存
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
論
じ
る
。 

 


